
旅館・ホテル等の防火安全性に関する通知書等の交付事務処理要綱 

平成１９年１１月２８日 

大曲仙北広域市町村圏組合告示第８号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、「旅館ホテル防火安全対策連絡協議会における了解事項」（昭和５６

年１月２４日消防予第２１号消防庁次長通知）、「防火対象物に係る表示制度の実施につ

いて」（平成２５年１０月３１日消防予第４１８号消防庁次長通知。以下「４１８号通知」

という。）及び「防火対象物に係る表示制度の実施に伴う「旅館ホテル防火安全対策連絡

協議会における了解事項」の運用について」（平成２６年３月７日消防予第６０号消防庁

予防課長通知）並びに「住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書の交付について」

（平成２９年１２月２６日消防予第３８９号消防庁予防課長通知）に基づき、旅館・ホ

テル等の防火安全体制の確立を促すため、申請者及び営業について許可、届出、登録又

は承認の権限を持つ行政機関等（以下「関係行政機関等」という。）に対する消防法令適

合通知書（以下「通知書」という。）の交付及び旅行関係者（第２条（１）から（６）ま

では個人を除き、以下同じ。）からの照会に対する回答書の交付について、必要事項を定

めるものとする。 

（通知書の交付申請） 

第２条 次に掲げる事項について、通知書交付の申請をしようとする者は、消防法令適合

通知書交付申請書（様式第１号又は様式第１号の２）に関係書類を添付して、消防長又

は消防署長（以下「消防長等」という。）に、申請しなければならない。 

（１） 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条の規定による営業の許可

（２） 旅館業法施行規則（昭和２３年厚生省令第２８号）第４条の規定による施設又

は設備の変更届出 

（３） 国際観光ホテル整備法（昭和２４年法律第２７９号）第３条又は第１８条第１

項の規定による登録 

（４） 国際観光ホテル整備法第７条第１項又は第１８条第２項において準用する第７

条第１項の規定による施設に関する登録事項の変更の届出 

（５） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第３条の規定による営業許可 

（６） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第９条の規定による構造又

は設備の変更等の承認、届出消防長等は、前項に定める通知書交付の申請があっ

たときは、通知書等交付申請処理簿（様式第２号）により受け付け、調査表（様

式第３号）により、遅滞なく立入検査を行うなど実態を調査するものとする。 

（７） 住宅宿泊事業法（平成２９年法律第６５号）第３条第１項又は第４項の届出

３ 第１項の申請が、４１８号通知に規定する表示基準適合通知書及び表示マークが交付

されている旅館・ホテル等に関するものであった場合は、当該表示基準適合通知書に記

載されている表示有効期間内に限り、消防法令に適合しているものとして取り扱うこと

ができるものとする。 

（通知書の交付） 



第３条 消防長等は、前条第２項の規定により調査した結果、消防法令に適合していると

認めたときは、申請者に対し、消防法令適合通知書（様式第４号又は様式第４号の２）

を交付するものとする。 

（通知書の不交付） 

第４条 消防長等は、第２条第２項の規定により調査した結果、消防法令に適合していな

いと認めたときは、消防法令不適合通知書（様式第５号）により、交付できない旨及び

その理由を申請者に通知するものとする。 

（旅行関係者からの照会に対する回答） 

第５条 消防長等は、旅行関係者から旅館・ホテル等の防火安全性について照会があった

ときは、通知書等交付申請処理簿により受け付け、直近に実施した立入検査の結果又は

表示マークの交付状況に基づき、旅行関係者からの照会に対する回答書（様式第６号）

により回答するものとする。 

２ 前項の場合において、当該旅館・ホテル等に表示マークが交付されていない場合は、

その理由を併記するものとする。 

 （関係行政機関等との連絡調整） 

第６条 消防長等は、関係行政機関等から通知があったときは、これに適切に対応すると

ともに、その対応結果を当該行政機関等に通知するものとする。 

２ 消防長等は、防火安全に関する重大な不備事項を発見し、大曲仙北広域市町村圏組合

査察規程（平成１５年消防本部訓令第２号）の規定に基づいて警告し、命令し、告発し、

又は代執行したときは、消防法令違反に対する措置に係る通知書（様式第７号）により、

関係行政機関等に通知するものとする。 

（文書の保管） 

第７条 消防長等は、第３条から前条までに定めるところにより申請者、関係行政機関等

又は旅行関係者に文書で通知したときは、その写しを保管するものとする。 

 （委任） 

第８条 この要綱に関し必要な事項は、消防長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成１９年１２月１日から施行する。 

附 則（平成２６年４月１日訓令第８号） 

この訓令は、平成２６年４月１日から施行する。 

  附 則（平成３０年３月１５日訓令第６号） 

この訓令は、平成３０年３月１５日から施行する。 



様式第１号（第２条関係） 

消防法令適合通知書交付申請書 

年  月  日  

  大曲仙北広域市町村圏組合 

  消防長（消防署長） 様 

申請者 

住　所
氏 名 

  下記の旅館・ホテル等について、消防法令に係る消防法令適合通知書の交付を申

請します。 

記 

１ 名 称（旅館・ホテル等の名称） 

２ 所在地（旅館・ホテル等の所在地） 

３ 申請理由区分 

（１） 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条の規定による営業の許可

（２） 旅館業法施行規則（昭和２３年厚生省令第２８号）第４条の規定による

施設又は設備の変更届出 

（３） 国際観光ホテル整備法（昭和２４年法律第２７９号）第３条又は第１８

条第１項の規定による登録 

（４） 国際観光ホテル整備法第７条第１項又は第１８条第２項において準用す

る第７条第１項の規定による施設に関する登録事項の変更の届出 

（５） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第

１２２号）第３条の規定による営業許可 

（６） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第９条の規定による

構造又は設備の変更等の承認、届出 

＊整理番号 ＊交付番号 

＊受理年月日 ＊交付年月日 

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２ 申請者が法人である場合は、その名称及び代表者氏名を記入すること。 

３ 「申請理由区分」は、当該申請理由区分に応じ、いずれかに○をすること。 

４ 許可等に係る申請書の写し、許可等の部分の建築図面の写し、登記簿謄本の 

写し、その他必要な資料を添付すること。 

５ ＊印欄は、記入しないこと。 



様式第１号の２（第２条関係） 

消防法令適合通知書交付申請書 

年  月  日 

大曲仙北広域市町村圏組合 

消防長（消防署長）   様 

申請者

住所

氏名

連絡先 

下記の届出住宅の部分について、消防法令適合通知書の交付を申請します。 

記 

１ 名称（届出住宅の名称） 

２ 所在地（届出住宅の所在地） 

３ 届出住宅に関する事項等 

（１）面積
届出住宅が存する防火対

象物の延べ面積（㎡） 届出住宅部分の床面積（㎡） 
宿泊室（宿泊者の就寝の用に供

する室）の床面積の合計（㎡） 

（２）その他の事項

□ 住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在（住宅宿泊事業法第 11条第

１項第２号の国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを除く。）とならない

４ 申請理由 

□ 住宅宿泊事業法（平成 29 年法律第 65 号）第３条第１項の規定による届出

□ 住宅宿泊事業法（平成 29 年法律第 65 号）第３条第４項の規定による届出

※受付欄 ※経過欄

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

  ２ 該当する場合は、□にチェックを入れること。 

３ 住宅宿泊事業法（平成 29 年法律第 65号）第３条第１項又は第４項の規定による届出書又は当

該届出書に添付することを予定している書類を確認する場合や当該書類の写しの提出を求める場

合があります。 

４ ※印の欄は、記入しないこと。 



様式第２号（第２条・第５条関係） 

通知書等交付申請処理簿

受 付 

年月日 
申請者住所・氏名 

旅館・ホテル等 申請の

種 類 

交 付

年月日 
受領印 

名 称 所 在 地 



様式第３号（第２条関係）  （表） 

調 査 表 

調査日 年 月 日 
 調査員 

名称 所在地 申請者又は経営者 

構造 階数 収容人員 延面積 ㎡ 

調 査 項 目 
調 査 結 果 

義務なし 良 一部不良 不 良 

１

避
難
施
設
等

避 難 器 具 

誘 導 灯 

誘 導 標 識 

避 難 経 路 の 管 理 

防 火 戸 の 管 理 

２
警
報
設
備
等

自動火災報知設備 

非 常 警 報 設 備 

漏 電 火 災 警 報 器 

３
消
火
設
備
等

消 火 器 

屋 内 消 火 栓 設 備 

スプリンクラー設備

水噴霧消火設備等 

屋 外 消 火 栓 設 備 

４ 

そ
の
他
の
設
備 

排 煙 設 備 

連 結 送 水 管 

パッケージ型消火設備 

調 査 項 目 良 不   良 

５ 

火
気
使
用
設
備 

構 造 

周 囲 の 管 理 

燃 料 の 管 理 



（裏） 

調  査  項  目 届出年月日 未  届 義務なし 

６

各
種
届
出
状
況

防 火 対 象 物 使 用 開 始 届 出 年 月 日 

防 火 管 理 者 選 任 届 出 年 月 日 

消 防 計 画 作 成 届 出 年 月 日 

共 同 防 火 管 理 協 議 事 項 年 月 日 

法第９条の３に基づく届出 
（      ) 

（  ) 

年 月 日 

年 月 日 
少 量 ・ 指 定 可 燃 物 の 届 出 
（  ) 

（  ) 

年 月 日 

年 月 日 
条例に基づくボイラー等の届出 
（  ) 

（  ) 

年 月 日 

年 月 日 

７

防
炎
等

カ ー テ ン 義務なし  防炎物品使用  一部使用  未使用 

じ ゅ う た ん 義務なし  防炎物品使用  一部使用  未使用 

義務なし  防炎物品使用  一部使用  未使用 

８
消
防
用
設
備

等
の
点
検

定 期 点 検 

1 , 0 0 0㎡以上 良 （保守契約 資格者あり） 不 良 

1 , 0 0 0㎡未満 良  不 良 

１ 階 段 良 （保守契約 資格者あり） 不 良 

点 検 報 告 （ 新 築 を 除 く ） 報告あり 一部報告あり   報告なし 

９
定
期
点
検

防
火
対
象
物 

定 期 点 検 
3 0 0 人 以 上 良 （契約  資格者あり）   不 良 

１ 階 段 良 （契約  資格者あり）   不 良 

点 検 報 告 報告あり 一部報告あり   報告なし 

10 
防 
火 
管 
理 

避難経路図（ 5項イに限る） あ  り            な  し 

訓 練 の 実 施 実施済       未実施 

危 険 物 施 設 な し あ り （良  一部不良  不良） 

11 
そ 
の 
他 

 備考：  １～４ 「義務なし」、「良」については○印を記入し、「一部不良」、「不良」についてはその内容を簡記する 。 
５   １に準じて記入する。 
６  「届出」についてはその年月日、「未届」、「義務なし」については○印を記入する。 

７～10   該当するものについて、文字を○で囲む。 
11 １～１０以外の事項について記入する。 



様式第４号（第３条関係） 

消 防 法 令 適 合 通 知 書

大仙広消（ ）３－第  号 

 年  月  日 

   （申請者） 様 

 大曲仙北広域市町村圏組合

（消防長又は消防署長） 印 

年  月  日付けで交付申請のあった下記の旅館・ホテル等については、

消防法令に適合していると認めましたので、通知します。 

記 

１ 名 称（旅館・ホテル等の名称） 

２ 所在地（旅館・ホテル等の所在地） 

３ 申請者 

４ 立入検査実施日   年  月  日 

５ 申請理由区分 

（１） 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条の規定による営業の許可

（２） 旅館業法施行規則（昭和２３年厚生省令第２８号）第４条の規定による

施設又は設備の変更届出 

（３） 国際観光ホテル整備法（昭和２４年法律第２７９号）第３条又は第１８

条第１項の規定による登録 

（４） 国際観光ホテル整備法第７条第１項又は第１８条第２項において準用す

る第７条第１項の規定による施設に関する登録事項の変更の届出 

（５） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第

１２２号）第３条の規定による営業許可 

（６） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第９条の規定による

構造又は設備の変更等の承認、届出 

  ６ 備考 

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。



様式第４号の２（第３条関係） 

消 防 法 令 適 合 通 知 書 
年  月  日 

（申請者） 様 

（消防長又は消防署長） 印 

年  月  日付けで交付申請（別添）のあった下記の届出住宅の部分に

ついては、消防法令に適合していると認め、通知します。 

記 

１ 名称 （届出住宅の名称） 

２ 所在地（届出住宅の所在地） 

３ 申請者 

４ 立入検査実施日 年  月  日 

５ 申請理由 

□ 住宅宿泊事業法（平成 29年法律第 65号）第３条第１項の規定による届出

□ 住宅宿泊事業法（平成 29年法律第 65号）第３条第４項の規定による届出

６ 備考 

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。



様式第５号（第４条関係） 

消 防 法 令 不 適 合 通 知 書

大仙広消（ ）３－第  号 

           年  月  日 

   （申請者） 様 

   大曲仙北広域市町村圏組合   

（消防長又は消防署長）   印 

年  月  日付けで「消防法令適合通知書」の交付申請のあった下記の旅

館・ホテル等は、消防法令に適合していないので通知します。 

記 

１ 名 称（旅館・ホテル等の名称） 

２ 所在地（旅館・ホテル等の所在地） 

３ 申請者 

４ 不適合理由 

  備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。



様式第６号（第５条関係） 

旅行関係者からの照会に対する回答書

大仙広消（ ）３－第  号 

 年  月  日 

   （申請者） 様 

 大曲仙北広域市町村圏組合 

（消防長又は消防署長）  印 

年  月  日付けで照会のあった下記の旅館・ホテル等の消防法令適合状況

について次のとおり回答します。 

記 

１ 名 称（旅館又はホテル等の名称） 

２ 所在地（旅館又はホテル等の所在地） 

３ 代表者氏名 

４ 表示マーク交付状況等 
□ 表示マーク交付済

交付年月日   年  月  日 
        有効期間日 年  月  日 ～ 年  月  日 

□ 表示マーク不交付
（理由）

（届出等の状況） 
□ 防火管理者選任（解任）に係る届出 （ □ 届出済 □ 未届出 ）
□ 防火管理に係る消防計画 （ □ 届出済 □ 未届出 ）
・訓練実施日

消火訓練 年  月  日 
避難訓練 年  月  日 

□ 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果
（ □ 報告済 □ 未報告 ）

□ 防火対象物点検結果 （ □ 報告済 □ 未報告 ）
□ その他（ ） 

５ 備考 

  備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２ □印のある欄については、該当の□印にレを付けること。
３ 表示マークが火災の発生等により一時的に留保されている場合は、「交付済」とし、

備考欄にその旨を記載すること。 
４ 届出等の状況における実施日等については、直近の年月日を記載すること。 



様式第７号（第６条関係） 

大仙広消（ ）３－第  号 

 年  月  日 

（関係行政機関等の長） 様 

大曲仙北広域市町村圏組合  

（消防長又は消防署長）  印 

消防法令違反に対する措置に係る通知書 

下記の旅館・ホテル等は、消防法令に違反しているため、大曲仙北広域市町村圏組合

査察規程（平成１５年消防本部訓令第２号）の規定に基づき、別添の措置をとりました

ので通知します。 

記 

１ 名 称（旅館・ホテル等の名称） 

２ 所在地（旅館・ホテル等の所在地） 

３ 申請者氏名又は代表者氏名 




